
 

1 

 

仕 様 書 

 

１ 件名 

令和６年度メタバースを活用した観光 PR 業務等委託 

 

２ 委託期間 

令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

 

３ 事業目的 

海外市場に向けて「旅行地としての東京」を印象づけ、効果的に世界の旅行者に東京の

魅力を訴求していくため、全世界的なイメージ訴求及び市場の状況に応じた戦略的なプロ

モーションを実施する。 

本事業はその一環として、今後一層の普及が予測されているメタバース空間を活用し、

若年層やファミリー層を主なターゲットとして、東京ならではの体験型ゲームコンテンツ

やリアルとバーチャルを交差させた新たな観光体験の提供、ユーザー間の交流の促進等に

より、訪都意欲の向上及び将来的なリピーターの獲得を図ることを目的とする。 

 

４ 全体運営 

（１） 実施コンセプト 

東京都は世界に選ばれる「旅行地としての東京」を強く印象づける「東京ブランド」

の確立に向け、下記「東京のブランディング戦略」のとおり、ブランディング戦略を策

定した。本事業の実施にあたっては、これに基づき「伝統と革新が交差しながら、常に

新しいスタイルを生み出すことで、多様な楽しさを約束する街」をコンセプトとし、ア

イコンにこめられたメッセージを深く理解の上、事業の実施にあたること。なお、アイ

コンとキャッチフレーズについては以下を参照すること。 

【東京のブランディング戦略】 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/plan/tourism/plan/branding/ 

【東京ブランドアイコン「Tokyo Tokyo」について】 

https://tokyotokyo.jp/ja/about/ 

【Tokyo Tokyo 公式 WEB サイト】 

https://tokyotokyo.jp/ 

（２） ターゲット 

今後来訪が見込まれる潜在的な訪都旅行者であり、かつ VR 等の普及が進んでいる層

として、アメリカの 30 代までの若年層及びファミリー層を主要なターゲットとするこ

と。ただし、そのほかの国々や年齢層を除外するものではなく、公益財団法人東京観光

財団（以下「TCVB」という。）と協議の上、より広範または詳細なターゲットを設定

することも可とする。 

なお、訪都旅行者の増加が見込まれる市場として TCVB が重視するプロモーション

対象国は以下のとおり。 

＜対象国＞ 

欧米豪：アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、フランス、スペイン、カナ

ダ、イタリア 

アジア：タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン 

その他：観光消費または訪都旅行者の面で成長が期待できる市場  

        （ＵＡＥ等、インド、ブラジル、メキシコ、北欧等） 

https://tokyotokyo.jp/ja/about/
https://tokyotokyo.jp/


 

2 

 

（３） プロモーションの位置づけ 

本事業では、カスタマージャーニーにおける旅マエ（旅行先を検討するプレ旅マエも

含む）から旅ナカにおけるプロモーションを目的とする。以下の点に留意すること。 

ア カスタマージャーニーにおける旅マエから旅ナカまでの旅行検討には一定期間を

要することも踏まえ、本事業における中長期的な戦略（令和 5 年（本事業初年度）

～令和 7 年度）をもとに、令和６年度における事業を実行すること。 

イ 旅マエ施策では、メタバース空間を活用し、AIDA モデルにおける関心から意欲へ

の転換及び意欲から情報収集への転換に向けた施策を展開すること。 

ウ 旅ナカ施策では、AR 等を活用し、訪都旅行客に新たな観光体験を提供すること。 

エ 旅マエと旅ナカの施策を連動させ、メタバース空間からリアルの訪都観光への誘

引を図ること。 

オ ユーザー自身のアクション機能やユーザー間の交流を促す仕組みにより、空間内

の活性化を図ること。 

 

５ 作業要件 

（１）プロジェクト計画書の策定 

業務全体のプロジェクト管理方法、体制、年間スケジュール、計画（作業ごとの詳細

スケジュール含む）等を記載したプロジェクト計画書について、「契約締結後速やかに（概

ね 5 営業日程度）作成及び提出し、TCVB の承認を得ること。 

提出後に変更・更新が生じた場合は、TCVB に報告の上、都度、速やかに（５営業日

程度）納入すること。 

（２） プロジェクト管理 

ア 進捗管理 

各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うため、次の要件を満たす進捗管理

を実施すること。 

（ア） WBS（WorkBreakdownStructure）等により作業工程ごとに必要な成果物、作業

タスクを明確にすること。 

（イ） プロジェクトの進捗状況を管理する進捗管理表及び各作業タスクの進捗状況等

を定量的に分析した報告書を定期的（週１回程度）に確認及び報告し、円滑なプロジ

ェクト進行に努めること。 

（ウ） 計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員追加や担当者変更等の体制見

直しも考慮した改善策を提示し、TCVB の承認を得た上で、実施すること。 

イ 課題管理 

プロジェクト遂行中に発生した各種課題を一元的に管理するため、次の要件を満た

す課題管理を実施すること。 

（ア） 課題の内容、発生日、優先度、解決予定日、担当者、対応状況、対応策、対応結果

及び解決日等の情報を一元的に管理すること。 

（イ） 定期的（週１回の頻度）に対応状況を確認及び報告し、課題の経過状況を TCVB

と共有することで、迅速な解決に取り組むこと。 

ウ リスク管理 

プロジェクトの円滑な進行を阻害するプロジェクト内外のリスクを特定し、対応策

の検討及び実施状況等を管理するため、次の要件を満たすリスク管理を実施すること。 

（ア） プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを特定し、その発生要因、発生可能性、

影響度及びリスク軽減策を整理すること。また、定期的にリスクを監視及び評価し、

その結果を TCVB と共有することで、リスクによる影響の抑制に努めること。 
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（イ） リスクの発生に備え、緊急対応時の体制及び計画を整備すること。 

（ウ） リスク発生時は、速やかに状況・情報を整理し TCVB にその対応策と合わせて報

告し、最善策を講じ実施すること。 

エ コミュニケーション管理 

プロジェクトに係る全ての参画者が円滑かつ効率的なコミュニケーションを可能と

するため、次の要件を満たすコミュニケーション管理を実施すること。 

（ア） 成果物等のレビューのほか、進捗・課題等に関する報告を定期的に行う会議を開

催すること。 

（イ） 会議等については、会議の内容、対象者及び開催頻度等を明確にすること。なお、

会議の開催頻度等は、各作業工程の状況等を鑑みて、TCVB に確認の上必要に応じ

て変更すること。 

（ウ） 会議等が開催される都度、原則３営業日以内に議事録を提示し、TCVB の承認を

得ること。 

オ 体制・要員管理 

受託後人員配置、緊急時の連絡体制及び事業進行管理計画を含む実施体制を提出し

TCVB の承認を得ること。なお、やむを得ない事情により計画を変更する場合は、事

前に TCVB と協議を行い、了承を得ること。また、次の各号に掲げる要件を満たす体

制を構築すること。 

（ア） 都市・地域等を再現したメタバース空間や AR 等のコンテンツの制作に関するノ

ウハウや知見を有すること。 

（イ） メタバース空間において、イベント運営の実績を有していること。 

（ウ） 国内外向けの広報活動について、ノウハウや実績を有すること。 

（エ） メタバース空間の企画提案（全体・ジャンル別）や広報等の業務に応じて、部門

責任者及び専門的な知識を有する者を配置し、関係者と協議する体制を整備するこ

と。 

カ セキュリティ管理 

外部機関等によるセキュリティ監査が実施される場合、セキュリティ監査結果に対

する改善や対策の実施状況について、TCVB に報告すること 

 

６ 委託内容 

（１） 全般について 

ア 受託者は、本仕様書３及び４に掲げる内容に基づき、プロモーション実施対象地域

の現地在住者の視点を十分に取り入れ、東京の魅力が海外で的確に伝わるように事

業を実施すること。 

イ 本事業の分野に精通するアドバイザーを選定し、事業の監修として体制に含めるこ

と。なお、アドバイザーは第三者を選定することが望ましい。アドバイザーの活動

内容は事前に TCVB に確認の上決定し、活動内容は適宜報告を行うこと。 

ウ 事業完了後、速やかに報告書を作成し、TCVB に提出すること。 

エ 事業の実施にあたっては、東京の観光産業全体の振興に資するよう、可能な限り公

平かつ専門的な視点で運営すること。 

オ 東京都が別途実施するメタバース関連の事業とも必要に応じて連携すること。情

報提供は、東京都・TCVB より適宜行う。 

カ 事業に際してインフルエンサー等を活用した情報発信を行う場合は、対象国の法

律・慣習などを確認の上、投稿についてプロモーションである旨を明示すること。 

キ 各業務の遂行にあたっては、目標を立て、目標値を達成するための設計詳細を策定
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し、事業を行うこと。設計詳細は実現可能であることを確認し、合理的に組み立て

ること。その際、詳細のパラメータとなる指標を、TCVB に確認の上決定し、それ

に対応する効果測定を行うこと。 

なお、必達の目標数値は、年度末までの累計参加者数： 200 万人とする。 

 

（２） メタバース空間の構築（旅マエ施策）について 

ア メタバース空間は、Roblox（ロブロックス）をプラットフォームとする。 

イ デバイスは、原則スマートフォン、パーソナルコンピュータ（PC）からアクセスで

き、可能であれば Roblox にアクセスが可能なその他のデバイス（ヘッドマウント

ディスプレイなどのバーチャルリアリティ（VR）機材やゲームハードなど）も対

象として構築すること。 

ウ 使用する全てのソフトウェア・技術等については、システムの拡張性や信頼性、他

のシステムとの親和性等を考慮し、可能な限り標準的な技術を用いること。また、

令和５年度に制作したオブジェクト等の継続利用かつ利用状況に応じてアップデ

ートを図るほか、令和６年度の制作物についても同様に、令和７年度以降も継続利

用できるように構築すること。 

※ 詳細は下表のとおり。 

 

（３） AR 等を活用した新たな観光体験の提供（旅ナカ施策）について 

ア メタバース空間での体験からリアルの東京観光に繋げる仕組みを構築すること。 

イ メタバース空間での体験がリアルの東京観光での体験と連動すること。 

※ 詳細は下表のとおり。 

 

＜詳細＞ 

下表のとおりとし、各項目内容の整理にあたっては、TCVB との協議・検討を重ねる

こと。なお、「※」の付してある項目は必須の要件事項であり、必須以外の要件は、満た

していれば望ましい事項である。 

項 目 業務内容等 

①メタバース空

間の構築 

【エリア】 

※東京の特徴的な観光地・都市空間、都市機能（公共交通機関等）などを 3D

モデリングした、メタバース空間を制作すること。メタバース空間は、コン

テンツや機能を重視しつつ、東京の「未来」を創造したり、歴史を辿るフィ

ールドデザインであるなど、コンセプト・テーマを設定し構築すること。ま

た、魅力的でユーザーのニーズに合ったクオリティのものとすること。 

※原則 Roblox 内の「HELLO! TOKYO FRIENDS（ハロー！トーキョーフレ

ンズ）」（令和 6 年 2 月 15 日公開）のエリアを強化・拡張をするものとし、

令和 6 年 3 月末までに公開する「現代エリア」「江戸エリア」の２エリアの

活性化とともに、明治時代から昭和時代の東京をモチーフにした「レトロエ

リア」、未来の東京をテーマにした「未来エリア」、東京の多摩地域および島

しょ地域をモチーフにした「多摩・島エリア」の３エリアを新たに構築する

こと。 

※原則、新たに構築する３エリアは、それぞれ令和６年６月～８月、令和６年

９月～11 月、令和６年 12 月～令和７年２月頃に段階的に公開すること。 

※より多くの潜在的な訪都旅行者にプロモーションするため、常時アクセス数
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項 目 業務内容等 

や同時接続数などを考慮すること。ただし、集客施策を充実させることによ

り、常時アクセス数を補完することも可とする。 

 

【コンテンツ】 

※エリア内の活性化を促す体験型ゲームや UGC コンテンツは、新たに各エリ

ア（全５エリア）１～２コンテンツを開発すること。 

※UGC コンテンツは、ユーザー自らがメタバース空間やコンテンツのデザイ

ンや投稿、あるいはそれに準ずる参加が行えるものであること。 

※コンテンツを体験したユーザーが実際に訪都観光したくなる仕掛け・工夫と

して、バーチャル体験とリアルの観光を繋ぎ合わせた恒常的なコンテンツを

制作・実施すること。その際、エリア設計と同様、コンセプト・テーマを設

定の上、制作すること。令和７年４月以降に制作が跨ぐ場合は、次年度事業

者に適切に引き継ぐことも見込んだ制作を行うこと。 

※ユーザーによるアクション／インタラクティブ機能やゲーム性を有するな

ど、常態的にユーザーを呼び込めるような仕掛け・工夫を施すこと。 

 

【集客・ＰＲ】 

※インフルエンサー等を活用し、SNS による広報やメタバース空間内での定

期的なイベント実施などを通して、上記メタバース空間への誘導を図るこ

と。イベント実施に当たっては、メタバース空間と AR 等の施策との連動を

図ること。 

※民間企業が運営するワールドや人気キャラクター（IP）等とのコラボレーシ

ョンにより認知増強と集客促進を図ること。 

※集客イベントは年間を通じて定期的に実施し、上記メタバース空間への継続

的なユーザー流入を図ること。実施時期は概ね２月に１回程度とし、エリア

の公開に併せて実施すること。 

（スケジュール例） 

・令和６年６月頃 IP 連携イベント 

 ・令和６年６～８月 エリア公開イベント 

 ・令和６年９～11 月 エリア公開イベント 

 ・令和６年 12 月～令和７年２月 エリア公開イベント 

 ・令和７年２月頃 関連イベント 

（イベント例） 

 例１：特定のテーマに基づいてＵＧＣをメタバース空間内で制作し、人気投

票を行うコンテストイベント 

 例２：XR 技術を活用した謎解き/歴史探訪ツアー等を通して東京観光を疑似

体験 

 例３：メタバース空間内で制作したデジタルアートを、都内のプロジェクシ

ョンマッピングで放映 

（その他） 

 例：インフルエンサーによるゲーム実況動画制作の補助 等 

※メタバース空間を紹介するプロモーションムービー（30 秒又は１分版）等

の PRツールを制作し、PR 施策に活用すること。 
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項 目 業務内容等 

※海外でのメディア露出に繋がるよう、海外媒体広告掲出を含む効果的な PR

を実施すること。なお、東京都が行う海外メディアへのプレスリリース配信

にあたり、リリース原稿の作成や配信先の追加などを行うこと。 

 

【その他】 

※これまでに他自治体等で公開・実施されたメタバース空間・バーチャル施策

との明確な差別化を図ること。 

※メタバース空間は、ユニバーサルデザインを考慮すること。 

※本事業でアバターを制作する場合は、東京の魅力が伝わるとともに、クオリ

ティを一定程度担保するものとし、東京都・TCVB と協議のうえ決定するこ

と（東京都・TCVB による監修が必要な場合がある）。 

※ユーザ同士での音声やテキストのコミュニケーションなどが行えるように

すること。 

※国籍や言語を問わず、ユーザーのテキストや発話を翻訳できるような機能を

実装すること。対応言語については、英語・日本語のほか、必要に応じてそ

のほかの言語にも対応すること。 

②AR 等を活用し

た新たな観光体

験の提供 

※基本方針、コンセプト、提供システム選定及び事業推進の考え方を整理し、

資料として提出すること。 

※原則「TOKYO HUNT！（トーキョーハント！）」（令和 6 年 2 月 15 日公開）

のコンテンツを強化・拡張するものとし、AR 等を活用した新たな観光体験

の仕組みを制作すること。コンテンツは魅力的でユーザーのニーズに合った

クオリティのものとすること。 

※AR 等の施策（旅ナカ施策）のみの参加も可能とすること。なお、AR 等から

メタバース空間への転換ができるようにすること。 

・メタバース空間（旅マエ施策）から AR 等の施策（旅ナカ施策）への転換は、

モニタリング／トラッキングすること。 

※メタバース空間（旅マエ施策）から AR 等の施策（旅ナカ施策）への転換に

は一定期間を要すること踏まえ、AR 等の施策（旅ナカ施策）単体での集客

を別途行うこと。 

③コンプライア

ンス・セキュリテ

ィ対策等 

※コンプライアンス対策（ハラスメントや公序良俗に反する行為等への対策

や、著作権・プライバシー侵害等、法律や規制を遵守する仕組みの構築

等）やセキュリティ対策（個人情報の流出や、システムへのハッキング等

への対策）を講じ、リスクと対応策を明確化すること。また、プラットフ

ォーム側と対応事項の要件・役割分担を確認したうえで、問題が生じた場

合に連携可能な体制を確立・提示すること。 

※悪質なユーザーや不適切な行為などを規制する、メタバース空間の利用規約

等を整備し、遂行・遵守すること。 

※個人情報管理についてのポリシーを整備し、遵守すること 

※メタバース空間の開発・運営にあたっての考え方・指針を整理したガイド

ライン（本編・概要版）を策定すること（参考：

http://shibuya5g.org/research/docs/guideline.pdf）。 

※空間の開発・運営、及びガイドライン策定にあたっては、経済産業省

「SaaS 向け SLA ガイドライン」や総務省「ASP・SaaS における情報セ

http://shibuya5g.org/research/docs/guideline.pdf
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項 目 業務内容等 

キュリティ対策ガイドライン」に準拠すること。 

※サーバーへの不正アクセスの防止やアプリケーション・通信などの脆弱性対

策や適切なセキュリティ対策を講じること。 

※常時障害対応が可能な体制を整え、適切・迅速に対応するとともに、障害状

況と対応等、障害に関する履歴の管理を行うこと。 

 

 

（４）特設ウェブサイトの企画立案・更新・運用支援 

ア 概要 

本事業の概要、メタバース空間の紹介、デバイス別のメタバース空間への誘導、動

画や写真による東京の魅力を伝えるコンテンツ、最新のお知らせ等の掲載及び旅マエ

施策（メタバース空間）や旅ナカ施策（AR 等）との連携、PR 施策等を行うためのウ

ェブサイトとして、「HELLO! TOKYO FRIENDS公式サイト」（令和 6 年 2 月 15 日公開）

の更新および運営管理を行うこと。その際、上記メタバース空間や AR 等の旅ナカ施

策に誘導できるものとすること。なお、公式ウェブサイトの更新および運営管理に当

たっては、年間の基本計画を５（１）のプロジェクト計画書と併せて策定するものと

する。 

イ 環境要件 

（ア）ウェブサイトの運営等に必要な環境全てについて、受託者が本契約の中で用意し

適切に管理すること。 

（イ）使用ドメイン 

・受託者は、TCVB が指定する本サイト専用の独自ドメイン（以下、「本ドメイ

ン」という。）を取得すること。 

・DNS サーバーは受託者が準備し、本ドメインを使用可能にすること。 

・本委託期間中に、サイトの閉鎖などにより、本ドメインの利用が終了となった

場合であっても、閉鎖から最低５年間は放棄しないこと。 

・本サイトに対する全ての通信を常時 SSL/TLS 化すること。 

・本サイトに EV 証明書をインストールすること。 

・サーバー証明書の発行に当たっては受託者にて信頼のできる第三者に申請をす

ること。 

・発行した申請書については、証明書ファイルのバックアップ等を TCVB に提出

すること。 

  （ウ）サーバーのデータを定期的にバックアップし、必要に応じてリストアできる機能    

を提供すること。 

（エ）サーバーへのアクセス状況及びエラー状況について、ログデータを取得すること。 

（オ）サービスレベルダウン及び障害を未然に防ぐアプリケーション監視等を行うこと。 

（カ）サーバー及びネットワーク機器について、二重化等の対策が施され、物理的な機

器障害等によりサイトがダウンすることがないようにすること。 

（キ）以下のセキュリティ対策を実施すること。 

・ネットワークにファイアウォールを導入し、フィルタリング及びルーティング等

により、適切なアクセス制御を施すこと。 

・公開サーバーは、ウィルス対策ソフトを導入し、加えて以下のセキュリティ対策

を講じること。導入前に各対策を提案し、TCVB の承認を得ること。 
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①IDS（不正侵入検知システム）を導入し、セキュリティ検知内容を監視するとと

もに、常時対応できる体制をとるか、IPS（不正侵入防御システム）を導入する

こと。 

②WAF（ウェブアプリケーションファイアウォール）を導入すること。 

・環境をクラウドサービスで用意する場合、日本国に裁判管轄権があるクラウドサ

ービスとすること。 

・Web サイトの改ざん検知を行うこと。 

・OS、アプリケーションは既知の脆弱性情報が公開されていないバージョンを採

用し、最新のパッチを適用すること。 

・Web サイトの公開に不要なポートをすべて閉じること。 

・Web サイトの公開に不要なサービスを停止すること。 

・ウェブサイトに対する不正アクセスを防止するため、SQL インジェクション等

の攻撃及び脆弱性を回避するための情報セキュリティ対策を実施すること。 

ウ ウェブサイト要件 

（ア）ウェブサイトは、以下のブラウザにおいて表示、印刷その他必要とされる機能が

正常に動作するものとする。ただし、Microsoft Internet Explorer 最新版及び以下

のブラウザのより古いバージョンについてもできるだけ対応していることが望まし

い。 

・パソコン 

Microsoft Edge 最新版、Google Chrome 最新版、Mozilla Firefox 最新版、

Safari 最新版 

・スマートフォン及びタブレット 

iOS 及び Android の標準ブラウザ最新版、Android 版 Firefox 最新版 

（イ）サイトには、アクセス数の推移やアクセス数の多いページを把握できる、アク

セス解析ツールを導入し、関係者が常時モニタリングできる環境を構築すること。

導入に当たっては、アカウントの取得やタグの埋め込み等、必要な作業を実施す

ること。アカウントの取得等については、TCVB と協議すること。 

（ウ）Web サイト作成に当たっては、本仕様書のほか、「電子情報処理業務に係る標準

特記仕様書」（https://www.tcvb.or.jp/jp/denshi_tokkishiyousyo.docx）および別紙

１「東京都公式ホームページ作成に関する統一基準（R5.4改訂版）」、別紙２「『東

京都公式ホームページ作成に関する統一基準』準拠に係る標準特記仕様書」を準

拠し、詳細については TCVB と協議すること。 

（エ）作成した Web サイトを公開前に Web 上で確認できるよう、一般には公表され

ない URL を使用したデモサイトを作成すること。 

（オ）スマートフォン等にも対応できるようレスポンシブ対応などの最適化を行うこ

と。 

（カ）DNS は受託者が準備し、独自ドメインを使用可能にすること。 

（キ）受託者は、常時ユーザーのアクセス状況やサーバーリソースを監視し、想定以

上の負荷が発生した場合には、速やかにサーバーのスケールアップ、スケールア

ウトなどの対応を講じること。 

（ク）受託者は、サイト運営に当たってユーザーに明示すべきサイトポリシーを TCVB

と協議の上作成し、TCVB の了承を得た上でサイトのフッターにテキストリンクを

設定すること。サイトポリシーに掲載する内容等については、別紙１「東京都公式

ホームページ作成に関する統一基準（R5.4改訂版）」第３の５を参照すること。 

（ケ）ウェブサイトは日本語及び英語に対応することとし、原則日本語と英語を同時公
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開すること。英訳に当たっては、行政の事業における翻訳を５年以上経験したネイ

ティブの人材が担当するものとし、ネイティブに違和感のない翻訳とすること。 

エ 運用支援 

サイト公開後、以下のとおり運用支援業務を実施すること。 

（ア）環境を不正アクセスやマルウェア感染等から守るため、脆弱性等のセキュリティ

情報を入手し、ネットワーク、OS、CMS 及びミドルウェア等に対して、セキュリ

ティ監視、最新パターンファイルへの更新、パッチプログラム適用、バージョンア

ップ等、遅滞なく必要な対策を講じること。 

（イ）週１回以上の頻度で定期的にネットワーク及びソフトウェア等に関連する脆弱性

情報を確認すること。緊急時には即時対応とすること。 

（ウ）TCVB から脆弱性情報の提供があった場合は、該当の有無と影響を確認し、TCVB

に報告すること。 

（エ）ネットワーク及びソフトウェア等に関連する脆弱性情報を入手した場合又は脆弱

性対策が講じられていない状態が確認できた場合は、TCVB に報告するとともに、

最新のセキュリティパッチの適用又はソフトウェアバージョンアップ等によるシス

テムへの影響を考慮した上で、脆弱性対策を講じること。緊急時には即時対応とす

ること。 

（オ）使用するソフトウェアにリビジョンアップデートが公開された場合、必要性・互

換性を検討し、適宜バージョンアップを行うこと。 

（カ）サイト基盤のシステムは、24 時間 365 日の稼働を監視すること。稼働監視の計画

を提示し、TCVB の了承を得ること。 

（キ）サイト基盤におけるトラブルやセキュリティ事故、エラー、改ざんなどを検知し、

内容を確認したうえで、連絡体制にしたがって TCVB へ連絡すること。 

（ク）緊急度の低い事象については事後報告でも構わないが、外部から不正に侵入され

た場合や利用者へのサービス提供に影響する事象が発生した場合は、やむを得ない

場合を除き発生から１時間以内に TCVB へ連絡すること。 

（ケ）年間を通して、ホームページの稼働率が 99.9%以上（災害被災時の対応時間は除

く。）となるよう努めること。 

（コ）システムへの問合せ対応として、サイト基盤に関する問合せの受付を行うこと。

受付時間は 24 時間 365 日とするが、受託者側の対応時間は、原則として閉庁日（土

曜日、日曜日、祝日及び年末年始）を除く午前 9 時 30 分から午後 5 時 45 分までと

する。 

（サ）障害が発生した場合に備え、受託者は専用の連絡先を確保し、復旧作業を行うこ

と。緊急時には、TCVB と協議の上、時間外も対応すること。 

（シ）保守作業を実施する場合、詳細なオペレーション記録を保守操作ログとして記録

し、保管すること。 

（ス）リモートアクセスによる保守等を実施する場合は、必ずアクセスログを取得し保

管すること。 

（セ）サイトのコンテンツが外部から不正に改ざんされた場合や、外部からの攻撃又は

ランサムウェアによりサーバー上のデータが破壊された場合等においては、サイト

を迅速に復旧できるよう、サイト及びデータ等について定期的にバックアップを取

得すること。 

（ソ）障害により復旧対応等を行う必要がある場合等、緊急時の問合せに対応すること。 

（タ）適切な SEO 対策を講じること。 
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（５） ユーザーテストの実施 

ア 顧客視点で満足度の高い UI（ユーザーインターフェイス）及び UX（ユーザーエ

クスペリエンス）をデザインするため、メタバース空間やコンテンツ、「AR 等を活

用した新たな観光体験」等について、東京都デジタルサービス局が策定したユーザー

テストガイドライン VERSION2.0（https://shintosei.metro.tokyo.lg.jp/ut_g_v2/）に

基づき、ユーザーリサーチ、プロトタイピング及びユーザビリティテストの３回のテ

スト（以下、「ユーザーテスト」という。）を受託者が主体的に行うこと。 

イ テスター及びテストの実施に必要な環境（実施場所、PC 等の機材、インターネッ

ト環境等）については、受託者において用意すること。 

ウ 各ユーザーテストのターゲットは、原則外国人旅行者とすること。 

エ ユーザーテストの評価項目等については、TCVB と協議の上決定すること。 

オ 各ユーザーテストの実施後は、テスト結果の分析を行い、対応策を TCVB と協議

し、改善を行うこと。また、そのための改善対応の期間を予め TCVB に明示し、承

認を得ること。 

カ 各ユーザーテストについて、ユーザーテストの計画を記載したドキュメント（以

下、「テスト計画書」という。）とユーザーテストの実施結果を記載したドキュメント

（以下、「テスト結果報告書」という。）を作成及び提出すること。テスト実施日及び

結果報告書承認期限については、全体の作業スケジュールを考慮したうえで設定し、

期限までに TCVB の承認を得ること。 

（ア）共通 

・テスト計画書  ：提案書で提出 

・ユーザーリサーチ：テスト結果報告書 

（イ）ウェブサイト 

・プロトタイピング  ：テスト結果報告書 

・ユーザビリティテスト：テスト結果報告書 

（ウ）メタバース空間 

・プロトタイピング  ：テスト結果報告書 

・ユーザビリティテスト：テスト結果報告書 

キ ユーザーテスト計画書及びユーザーテスト結果報告書の記載の粒度や項目につい

ては、プロジェクト計画書内に記載し、同計画書と合わせて TCVB の承認を得るこ

と。 

 

 

７ 効果測定および報告 

（１）メタバース空間の構築（旅マエ施策）業務 

メタバース空間へのアクセス数、ユーザーによるオブジェクト制作数、ユーザー間の

接触数など定量的な効果と、空間の満足度や訪都観光への意識変容など定性的な効果を

KPI として設定し、半月に１回程度報告すること。また、その結果に応じた改善策を実

施すること。なお、上記以外で取得できるデータで効果的なものがある場合は提案し、

TCVB に確認のうえ測定すること。 

（２）AR 等を活用した新たな観光体験の提供（旅ナカ施策）業務 

AR 等を活用した新たな観光体験の利用者数を KPI として設定し、半月に１回程度報

告すること。この際、メタバース空間から AR 等の施策へ遷移／関連した（実際の送客

に繋がった）実績数に加え、体験の満足度など定性的な効果についてアンケート等を用

いて測定するのが望ましい。 
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（３）集客・PR 施策に係る業務 

実施した集客施策の効果として、チャネルや内容、時期、集客後の実利用・継続利用

などを KPI として設定し、最終報告としてまとめること。なお、上記以外で取得できる

データで効果的なものがある場合は提案し、TCVB と確認のうえ測定すること。 

（４）特設ウェブサイトの企画立案・更新・運用支援業務 

指標を定義し（サイト PV、UU、サイト内の滞在時間、リピート率、エンゲージメン

ト率等）、それぞれに目標 KPI を設定し効果を測定すること。 解析にあたっては、ア

ナリティクスツール Amplitude 等を分析に活用すること。 

（５）上記（１）～（４）における測定結果について、定例のものは簡易報告書にて提出、中

間報告書（11 月頃）および最終報告書（3 月頃）はを提出すること。報告書では、事業

効果及び課題を抽出、内容を分析し、改善事項や今後の活動方向性を提案すること。 

   また、特に（１）、（２）における定性的な効果の取得に当たっては、回答数を増やす

ための方策を状況に応じて提案すること。 

       

８ 完了報告と契約代金の支払いについて 

（１） 契約代金の支払いについて 

受託者への支払は、TCVB 担当者の検査終了後、受託者からの支払請求書に基づき 30

日以内に委託料を一括で支払うものとする。 

（２） 完了報告と成果物の提出について 

ア 委託完了届 

仕様書別紙「委託完了届」を提出すること。 

イ 実施報告書 

A4 で作成し、電子データを CD-R または DVD-R で納品すること。 

※目次、体裁、提出期限等は事前に TCVB に確認の上決定すること。 

※効果測定結果等を含む。 

 

９ 第三者委託の禁止 

本委託事業は、原則として第三者に委託させてはならない。ただし、事前に文書により、

TCVB と協議し、承認を得た事項については、この限りではない。 

 

10 著作権等に関する留意事項 

（１）受託者は、公開するバーチャル空間・コンテンツ等に使用する全てのものについて、

必ず著作権等の了承を得て利用すること。その際、第三者が著作権及びその他の権利

を有する著作物等を含み、許諾を得てそれを利用しようとする場合は、予め TCVB に

その旨を申し出て、権利の種類、権利対象、内容、権利者氏名、連絡先等必要事項を

書面で提出するものとする。 

（２）本件委託業務に関して受託者が制作した成果物の全て（フィールド、オブジェクト、

キャラクターデザイン（アバター等、平面画像）等の原稿及び写真、データ等）に係

る所有権・著作権（著作権法第 21 条から第 28 条に定める権利を含む）等の権利は、

本件委託業務の料金の支払いをもって TCVB に移転し、本業務終了後においても

TCVB が自由に無償で使用できるものとする。  

ただし、事前に文書により TCVB と協議し承認を得た事項については、この限りでは

ない。 

なお、受託者は著作者人格権を行使しないものとする。 

（３）公開するバーチャル空間・コンテンツ等が第三者の著作権等を侵害したことにより当
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該第三者から制作物の使用の差し止め又は損害賠償を求められた場合、受託者は

TCVB に生じた損害を賠償しなければならない。 

（４）公開するバーチャル空間内でユーザーが制作したオブジェクトやアバター等に係る著

作権外諸権利はユーザーに帰属するものとする。ただし、空間が閉鎖するまでの間、

TCVB がこれらを行使することについてユーザーの承認を得ること。 

（５）本件委託業務に関して受託者が制作したアバターに係る成果物のうち、「キャラクター

デザイン（平面画像）」を除く「3D モデルデータ」「テクスチャーデータ」「アニメー

ションデータ」等アバターを構成するデータ及びプログラムの所有権・著作権等の権

利は受託者に帰属するものとし、受託者は TCVB に対し、当該データ及びプログラム

の利用を許諾するものとする。    

なお、本件委託業務により制作したアバターの権利関係を第三者に対して明示するた

め、本件アバター（平面画像を含む）の公表に際しては、「キャラクターデザイン©東

京都/公益財団法人東京観光財団 制作 受託者名」と表示する。 

（６）納入物品に係る著作権等の取扱いのうち、本仕様書に定めのない部分については、「電

子情報処理業務に係る標準特記仕様書」によるものとする。 

 

11 契約更新について 

本委託業務に係る契約は、受託者が良好な履行を行ったと TCVB が判断する場合、受

託者との合意のもと、１年間を単位として最大１回まで本契約を更新することができ

る。 

更新を検討するに当たって TCVB において評価会を実施するため、TCVB からの指示

に従い、業務報告書を提出すること。更新後の業務内容・規模については、本委託業務

に係る契約期間内に別途提示する。 

契約更新にあたっては、 当該年度における東京都予算が東京都議会において委託契約

前に可決・成立するとともに、TCVB 収支予算が TCVB 評議員会で承認された場合に

おいて、確定するものとする。 

 

12 委託事項・関係法令の遵守 

（１） 受託者は、本契約業務の実施に当たって、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守す

ること。 

（２） 「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」に定められた事項を遵守すること。 

 

13 秘密の保持 

受託者は、上記９により TCVB が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏

らしてはならない。この契約終了後も同様とする。TCVB が承認した再委託先について

も、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。 

 

14 個人情報の保護 

（１）「東京都個人情報取扱事務要綱」*及び「保有個人情報の安全管理に関する基準イメー

ジ」**を踏まえ、「個人情報に関する特記仕様 」***に定められた事項を遵守するこ

と。 

*https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_jim

utoriyoukou.pdf 

**https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_a

nnzenkannrikijunimeji.pdf 

https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_jimutoriyoukou.pdf
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_jimutoriyoukou.pdf
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_annzenkannrikijunimeji.pdf
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_annzenkannrikijunimeji.pdf
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***https://www.tcvb.or.jp/jp/kojinjoho_tokkishiyo_0122.doc 

（２）「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」及び「公益財団法人東

京観光財団 サイバーセキュリティ対策基準」 の趣旨を踏まえ、「電子情報処理業務

に係る標準特記仕様書」に定められた事項を遵守すること。 

（３）本事業において特に保護すべき「個人情報」とは、本事業を遂行するために TCVB

が収集・保管する情報のうち以下の事項をいう。 

       ・本事業の遂行にあたって入手した関係者の氏名・連絡先・メールアドレスなど 

・他の情報と容易に照会でき、個人を識別可能な情報（IP アドレスなど）がシス

テムに格納されている場合においては、同様に個人情報とみなす。 

（４）本事業実施にあたり、上記９により TCVB に承諾を得て一部業務を再委託させる事

業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、「個人情報に

関する特記仕様」及び「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」にある事項を遵

守させること。また、以下のいずれかを取得している事業者（あるいは今後取得予

定である事業者）であることが望ましい。 

ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が運用する ISMS 適合性評価

制度における ISO/IEC27001 と同程度の認証 

イ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）の認定するプライバシーマー

クと同程度の認証 

 

15 その他 

（１） 本仕様書に定める委託内容の最終的な履行にあたっては TCVB と協議のもと進める

こと。   

（２） 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は TCVB と協議して決定する。 

（３） 仕様書にない条件については、両者協議の上、決定する。 

（４）その他条件が変更となることがある。その場合、両者協議の上、変更する。 

（５）本事業の委託者は TCVB であるが、実施に係る責任は受託者にあるものとする。 

（６）天変地異、政治状況の劇的な変化等により、本事業を中止する場合がある。その場合

は契約書第 17 条に則り履行完了部分に対して代金を支払うものとし、手配事項のうち

キャンセルポリシーが定められているものについては別途そのポリシーに従い代金を

支払う。 

（７）TCVB は必要に応じて本契約に係る情報（受託者名・契約種別・契約件名及び契約金

額等）を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。 

（８） 本事業は、令和６年度東京都予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、

令和 6 年度東京観光財団収支予算が令和 6 年 3 月 31 日までに東京観光財団評議員会で

承認された場合において、令和 6 年 4 月 1 日に確定するものとする。 

 

                        連絡先：公益財団法人東京観光財団  

             観光事業部  

                  03-5579-2683 

 

https://www.tcvb.or.jp/jp/kojinjoho_tokkishiyo_0122.doc

